
令和２年６月１７日

令和元年度「建設業法令遵守推進本部」の

取組結果及び令和２年度の取組方針
～建設業における法令遵守を推進します～

令和元年度の推進本部の取組結果及び令和２年度の取組方針における主なポイントは、以下

のとおりです。

１．令和元年度の取組結果

① 推進本部に寄せられた法令違反疑義情報等

・駆け込みホットライン等への通報…延べ５７件

※「駆け込みホットライン」とは、推進本部に設けられた建設業法違反通報窓口です。

② 建設業者に対する立入検査の実施

・立入検査実施件数…４３件

③ 監督処分・勧告の実施

・監督処分件数…０件、文書勧告件数…１９件

２．令和２年度の取組方針

① 建設業法違反にかかる調査・指導等の実施

② 関係法令等の周知

③ 「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実

④ コロナウイルス感染症対策

※詳細については、添付の資料をご覧ください。

北海道開発局においては「建設業法令遵守推進本部」（以下「推進本部」という。）を

平成１９年度に設置し、建設業における法令遵守の取組を強化してきたところです。

この度、令和元年度における推進本部の取組結果及び令和２年度における取組方針がま

とまりました。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311

事業振興部 建設産業課 建設産業企画官 冨家 靖隆（内線5898）

事業振興部 建設産業課 建設業適正契約専門官 渡 辺 充（内線5893）

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/



建設業法令遵守推進本部 取組結果及び取組方針（概要版）

令和元年度 取組結果のポイント

令和２年度 取組方針のポイント

契約書未作成

13件

下請への見積依頼

方法・期間 7件

営業所専任技術

者の配置 7件

下請代金の

支払 4件

経審虚偽 1件

無許可業者との契約 1件

施工体制台帳 1件
文書勧告の内訳立入検査の実施

○大臣許可業者 34件
許可業者数に対し約2割への立入を
実施（R2.3.31現在許可数 166者）

○知事許可業者 9件
北海道との合同立入検査を実施

法令遵守 周知・啓発

○建設業取引適正化推進月間（11月）における法令遵守講習会の実施

○法令遵守の周知・啓発として、建設業法の守るべきポイントを取りまとめた冊子「建
設業者のための建設業法」を配布するとともに、開発局ＨＰでも公表

○建設業法違反に関する通報窓口「駆け込みホットライン」と建設業に関する相談
窓口「建設業フォローアップダイヤル」等での対応（57件）及び窓口の周知を実施

法令違反にかかる調査・指導の実施

○「駆け込みホットライン」などへの通報
に基づく調査の実施

○過去に行政指導を受けた者へのフォ
ローアップ調査の実施

○下請取引等実態調査（本省実施）に
おける未回答者及び不適正回答者に
対する調査の実施 等

令和２年６月
北海道開発局事業振興部建設産業課

○関係機関と連携し法令遵守講習会を
開催

○北海道と合同で、知事許可業者への
立入検査を実施

○監督処分 0件
○文書勧告 19件

建設業取引適正化推進月間の充実

新型コロナウイルス感染症対策

○感染症対策による工事の一時中止な
どの影響により下請負人に不測の損
害を与えないよう適正な請負契約や
支払を求めるため関係通達等を周知・
徹底

１件の勧告に複数の項目が含まれるため、内訳と一致しない。

関係法令等の周知

○改正建設業法の内容や関係法令等
を、大臣許可以外の建設企業にも、
あらゆる機会を通じて幅広く周知

当初契約 7件
変更契約 6件
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  令 和 ２ 年 ６ 月 １ ７ 日           

北 海 道 開 発 局 
 

 

建設業法令遵守推進本部の取組について 
 

 北海道開発局は、平成１９年度に北海道開発局長を本部長とする「建設業法令遵守

推進本部」を設置し、年度ごとに策定する「取組方針」に基づき、元請下請間の契約

手続の適正化など、建設業における法令遵守の推進に取り組んできたところであり、

令和元年度の取組結果を以下に取りまとめる。 

また、国土交通省が示した「令和２年度建設業法令遵守推進本部活動方針」を踏ま

えて、令和２年度の北海道開発局「建設業法令遵守推進本部」の「取組方針」を定め、

法令遵守のさらなる推進に取り組むこととする。 
  

１．令和元年度の取組結果 

（１）建設業法違反にかかる調査・指導等の実施 

ⅰ 推進本部に寄せられた法令違反疑義情報等 

「駆け込みホットライン」（建設業法違反通報窓口）や「建設業フォローアッ

プ相談ダイヤル」等へ寄せられた法令違反疑義情報等は、建設業法に関する質問、

相談等も含めて延べ５７件であり、契約書・見積書の不備など建設業法違反に関

する通報や代金の支払いに関する相談などが主な内容であった。 

 

ⅱ 建設業者に対する立入検査の実施 

実施件数は４３件 

（国土交通大臣許可業者３４件、北海道知事許可業者９件）。 

〔内訳〕  

・下請取引等実態調査結果等に基づく検査：３０件 

  うち２件は下請取引適正化の観点から北海道経済産業局と合同で実施。 

・法定福利費の適正な確保に関する検査：４件 

・北海道知事許可業者に対して北海道と合同で実施した検査：９件 

 

また、立入検査時に調査票を使用した労働災害防止に関する調査を実施し

ており、この中で「安全衛生経費の確保に関する調査」を行った。 

 

ⅲ 監督処分・勧告の実施 

監督処分件数： ０件 

文書勧告件数：１９件 
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契約書未作成等 １３件（当初契約 ７件、変更契約 ６件）、下請への見積依頼 

方法・期間 ７件、営業所専任技術者の配置 ７件、下請代金の支払 ４件、 

経審虚偽 １件、無許可業者との契約 １件、施工体制台帳 １件 

     ＊１件の勧告に複数の項目が含まれるため、内訳と一致しない。 

 

  ⅳ 法令遵守を推進するための周知啓発活動 

法令遵守を推進するための周知啓発に関する取組については、「建設業法令

遵守ガイドライン」の趣旨を踏まえ、建設業法の守るべきポイントを取りまと

めた冊子「建設業者のための建設業法」の配布、ホームページ等による情報提

供、１１月に開催した「建設業法令遵守講習会」や、立入検査時における指導

等を通じて周知啓発を行った。 

また、「駆け込みホットライン」及び「建設業フォローアップ相談ダイヤル」

についても、様々な機会を捉えて周知を図った。 

 

（２）関係法令等の周知 

大臣許可業者以外の建設企業にも関係法令の周知を図るため、ホームページ

での情報提供のほか、各種団体からの要請に応じた「出前講座」や「建設業法

令遵守講習会」を通じて、改正建設業法（令和元年６月改正）を含めた関係法

令の周知を行った。 

 

（３）「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実 

公正取引委員会、経済産業本省、公益財団法人建設業適正取引推進機構、北

海道と連携し、建設企業を対象に建設業法令遵守講習を以下の内容で実施した。

（令和元年１１月６日） 

・「建設業に関する独占禁止法違反について」 

・「金属関連業者との取引条件改善に向けて」 

・「生コンクリート流通業者等との取引条件改善に向けて」 

・「建設業の適正取引に向けて～実際のトラブル事例を踏まえて～」 

・「建設業法改正のポイント」 

・「建設業に関する各種相談窓口の紹介」 

 

（４）消費税の円滑かつ適正な転嫁の周知 

令和元年１０月の消費税率の引き上げについて、消費税の円滑かつ適正な転
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嫁が図られるよう、立入検査時に周知を行った。 

なお、消費税転嫁拒否等の違反疑義情報はなかった。 

 

２．令和２年度の取組方針  

（１）建設業法違反にかかる調査・指導等の実施 

「駆け込みホットライン」及び「建設業フォローアップ相談ダイヤル」（以

下、「各種相談窓口」という。）のより一層の周知を図るとともに、各種相談窓

口等に寄せられる法令違反疑義情報に基づく調査、過去に行政指導等を受けた

建設企業へのフォローアップ調査、本省が実施する下請取引等実態調査におい

て未回答又は不適正回答の多い建設業者への調査を実施し、また、北海道開発

局において法令上問題と認識する事案等に関して、不正行為を行っているおそ

れのある建設業者や繰り返し違反行為を行っていると認められる建設業者を選

定し、立入検査を実施する。違反行為の確認及び適切な指導監督を機動的に実

施することにより、違反行為の是正の一層の促進に努める。 

なお、外国人建設就労者受入事業又は特定技能制度（建設分野での受入れに

限る）については、当該事業を所管する本省建設市場整備課労働資材対策室と

の連携を密にしながら、当該制度の適切な運営に向け必要な対応をとるよう努

める。 

さらに、建設業を支える優秀な担い手の確保・育成のため、個々の技能者が

その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境整備や、建

設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図る観点から、建設キャリアア

ップシステムや建設業退職金共済制度への加入等の有無について確認等を行

う。 

このほか、社会保険加入対策の一環として、法定福利費を内訳明示した見積

書である「標準見積書」の活用状況等について、立入検査等で確認するととも

に、下請企業への指導も含め、社会保険加入を積極的に推進するため周知徹底

する。 

 

（２）関係法令等の周知 

  ⅰ 建設業法の法令遵守に関する周知 

これまで、大臣許可業者を中心に立入検査等の場を通じて建設業法をはじめと

する関係法令等の周知及び遵守の徹底を促してきたが、法令遵守に関する取り組

みは、元請下請を問わず、幅広く浸透していくことが重要であることから、下請

の立場となる機会の多い大臣許可業者以外の建設企業への関係法令等の周知に
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も継続して取り組む。 

特に、本年１０月に施行される改正建設業法では、「建設工事の請負契約の内

容」や「著しく短い工期の禁止」などの事項が改正・追加されており、これらの

内容について、今後、改訂予定の「建設業法令遵守ガイドライン」等を活用しな

がら、講習会や立入検査等のあらゆる機会を通じて周知・徹底を図る。 

 

  ⅱ 建設業取引適正化センターの周知 

建設工事の請負契約に関するトラブル・苦情・相談等について、相談者に対し

て紛争解決やトラブル防止に向けたアドバイス等を行う「建設業取引適正化セン

ター」について、下請企業等も含め、広くその存在が知られるようあらゆる機会

を通じて、同センターをより一層周知する。 

 

（３）「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実 

建設業の下請取引の適正化に関する普及・啓発を行う重要な機会であること

から、推進月間の実施について幅広く周知を図るための広報に努めるとともに、

北海道や北海道経済産業局と連携し、合同立入検査を実施する。 

法令遵守講習会については、公正取引委員会、北海道警察（暴力団対策）、

厚生労働省（社会保険担当部局）、北海道等の関係機関と連携を強化し、内容

の充実を図る。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症対策として建設工事の一時中止・延期等の影響に

より、下請負人に不測の損害を与えることのないよう適正な下請契約や下請代

金の支払いを求めるため、建設業関係団体等に対して発出されている「新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び下請代金支払の適

正化の徹底について」（令和２年３月１１日国土建推第３８号・国土建整第１

３２号）の趣旨・内容を建設企業にあらゆる機会を通じて、十分な周知・徹底

を図る。 

また、必要に応じ、発注部局及び他の建設業許可部局との連携の強化や建設

企業に対する指導・監督の強化等に努める。 


